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平成２０年岳南排水路管理組合議会定例会（１０月）会議録 

平成２０年１０月２０日（月） 
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              １０番 遠 藤 盛 正 議員 

 

２ 説明のため出席した者（８名） 

管  理  者 鈴 木  尚    君 

副 管 理 者 鈴 木 利 幸  君 

富士市上下水道部長 曽根田 照 雄    君 
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富士宮市水道部長 遠 藤 牧 男    君 

局   長 丸 山 友 則    君 
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参事補兼庶務係長 小 山 芳 博    君 
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４ 議 事 日 程 （第１号） 

日程第１  議長選挙について  

 

５ 議 事 日 程 （第１号-２） 

    日程第１  議席の指定 

日程第２  会議録署名議員の指名 

日程第３  会期の決定 

日程第４  副議長選挙について 

日程第５  認第１号  平成１９年度岳南排水路管理組合会計歳入歳出 

決算認定について 

日程第６  議第３号  平成２０年度岳南排水路管理組合会計補正予算に 

ついて（補正第1号） 

日程第７  議第４号  岳南排水路管理組合職員の育児休業等に関する 

条例及び岳南排水路管理組合職員の勤務時間、 

休暇等に関する条例の一部を改正する条例制定 

について 

日程第８  議第５号  財産の無償譲渡に関し議決を求めることについて 

           （公共下水道接続に係る取付管） 

日程第９  議第６号  岳南排水路管理組合監査委員の選任につき同意を 

求めることについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3

午前１０時 開 会 

○局長（丸山友則君） 定刻となりましたので、ご起立をお願い致します。礼。ご着席下さ

い。 
会議に先立ちましてお願い申し上げます。本日、議会開催中に、管理組合の広報紙用の写

真を撮らせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 本定例会は、当組合議会議員の改選後、最初の議会でありますので、議長が選挙されるま

での間、地方自治法第１０７条の規定により、年長議員が臨時に議長の職務を行うことにな

っております。 

 出席議員中、鈴木敏和議員が年長議員でありますので、ご紹介いたします。議長席へお願

いいたします。 

（臨時議長、議長席に着席） 

○臨時議長（鈴木敏和議員） おはようございます。地方自治法第１０７条の規定により、

年長のゆえをもって、しばし臨時議長をさせていただきますので、ご協力よろしくお願いい

たします。 

 出席議員が法定数に達しておりますので、会議は成立いたしました。 

 ただいまから岳南排水路管理組合議会定例会を開会いたします。 

 直ちに会議を開きます。 

 この際、議事の進行上、仮議席を指定いたします。 

 仮議席は、ただいまご着席の議席を指定いたします。よろしくお願いいたします。 

                                     
 １番 鈴 木 敏 和  ２番 小 山 忠 之  ３番 西 村 綾 子 
 ４番 小 室 直 義  ５番 太 田 美 満  ６番 佐 野 清 明 
 ７番 太 田 康 彦  ８番 諸 星 孝 子  ９番 稲 葉 寿 利 
 10番 遠 藤 盛 正 
                                     

日程第１ 議長選挙について 

○臨時議長（鈴木敏和議員） 日程第１ 岳南排水路管理組合議会議長選挙を行います。 

 お諮りいたします。 

 議長選挙の方法についてご意見を求めます。ご発言をお願いいたします。 

 ８番 諸星孝子議員。 

○８番（諸星孝子議員） 当組合議会議長は、今まで富士市選出議員の皆様のうちから選出

されております。今回も同様に、議長は富士市選出議員のうちから選出願いたく思いますの
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で、富士市議員さんのご相談によりまして指名推選によりお取り計らいいただきますよう、

よろしくお願いいたします。 

○臨時議長（鈴木敏和議員） ただいま８番議員から、議長については富士市選出議員のう

ちから選出願い、選挙の方法は指名推選で行われたいとのご意見がありましたが、さよう決

してご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 ご異議なしと認め、議長につきましては富士市選出議員のうちから選出願い、選挙の方法

は指名推選で行うことに決しました。 

 では、富士市選出の議員の方々にご相談をお願いしたいと思いますので、暫時休憩いたし

ます。 

 なお、富士市選出の議員は、議長控え室の方へ集合していただきたいと思います。以上で

す。 

午前１０時３分 休 憩 

                                     

午前１０時７分 再 開 

○臨時議長（鈴木敏和議員） 休憩前に引き続きまして、会議を開きます。 

 では、どなたかご相談の結果をご報告いただきたいと思います。 

 ７番 太田康彦議員。 

○７番（太田康彦議員） ただいま相談いたしました結果、議長には稲葉寿利議員を推薦い

たします。 

○臨時議長（鈴木敏和議員） お聞きのとおり、議長に９番稲葉寿利議員をとのご推薦があ

りました。 

 お諮りいたします。 

 ただいま推薦されました稲葉寿利議員を議長の当選人と定めることにご異議ありません

か。 

（「異議なし」の声あり） 

 ご異議なしと認めます。よって稲葉寿利議員が議長に当選されました。 

 ただいま当選されました稲葉寿利議員が議場におられますので、本席から会議規則第１８

条第２項の規定による告知をいたします。 

 稲葉寿利議員、議長就任のご挨拶をお願いいたします。 

 ９番 稲葉寿利議員。 

○９番（稲葉寿利議員） ただいま議長選挙におきまして当選させていただきまして、あり
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がとうございます。 

 岳南排水路管理組合というのは、富士山の伏流水を使って、富士宮、富士の企業にとって

は大変重要な組合であると認識をしております。また、この富士、富士宮の我々が真剣に討

議をする中で、ますますこの組合の発展を願うのも１つであると感じています。ぜひ皆様方

のご協力を得ながら、この組合議会がスムーズに運ぶように努力したいと思いますので、ど

うぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。（拍手） 

○臨時議長（鈴木敏和議員） それでは議長、議長席へお着き願います。 

（臨時議長、新議長と議長席交代） 

○議長（稲葉寿利議員） それでは引き続き、お手元に配付いたしてあります議事日程に従

い、会議を続けます。 

                                     

日程第１ 議席の指定 

○議長（稲葉寿利議員） 日程第１ 議席の指定を行います。 

 議席は、会議規則第３条の規定により、議長において指定いたします。 

 議席については、ただいまご着席願っております議席とし、その番号及び議員氏名を局長

から報告いたさせます。 

 局長。 

○局長（丸山友則君） それでは、議席の番号及び議員氏名を報告いたします。 

  １番 鈴 木 敏 和 議 員    ２番 小 山 忠 之 議 員 

  ３番 西 村 綾 子 議 員    ４番 小 室 直 義 議 員 

  ５番 太 田 美 満 議 員    ６番 佐 野 清 明 議 員 

  ７番 太 田 康 彦 議 員    ８番 諸 星 孝 子 議 員 

  ９番 稲 葉 寿 利 議 員    10番 遠 藤 盛 正 議 員 

 以上でございます。 

○議長（稲葉寿利議員） 報告を終わります。 

 ただいま報告いたしましたとおり議席を指定いたします。 

                                     

日程第２ 会議録署名議員の指名 

○議長（稲葉寿利議員） 日程第２ 会議録署名議員の指名でありますが、会議規則第３５

条の規定により議長において指名いたします。 

 会議録署名議員に、 

２番   小 山 忠 之 議 員 
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３番   西 村 綾 子 議 員 

 以上２名を指名いたします。 

                                     

日程第３ 会期の決定 

○議長（稲葉寿利議員） 日程第３ 会期の決定についてを議題といたします。 

 本定例会の会期は本日１日といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 ご異議なしと認めます。よって本定例会の会期は本日１日と決定いたしました。 

                                     

日程第４ 副議長選挙について 

○議長（稲葉寿利議員） 日程第４ 岳南排水路管理組合議会副議長選挙を行います。 

 副議長選挙の方法についてご意見を求めます。 

 ８番 諸星孝子議員。 

○８番（諸星孝子議員） 副議長につきましても、議長と同様に、富士市選出議員から今ま

でも選出されておりますので、今回もそのようにお願いをしたいと思います。 

 なお、選挙の方法につきましても、指名推選によりお願いしたいと思います。 

○議長（稲葉寿利議員） ただいまお聞きのとおり、副議長については富士市選出議員のう

ちから選出願い、選挙の方法は指名推選で行われたいとのご意見がありましたが、さよう決

してご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 ご異議なしと認めます。よって副議長選挙については、富士市選出議員のうちから選出願

い、選挙の方法については、指名推選で行うことに決しました。 

 では、富士市選出の議員の皆さん、ご相談を願います。 

 暫時休憩いたします。 

午前１０時１３分 休 憩 

                                     

午前１０時１６分 再 開 

○議長（稲葉寿利議員） 休憩前に引き続きまして、会議を開きます。 

 では、どなたかご相談の結果のご報告をお願いいたします。 

 ７番 太田康彦議員。 

○７番（太田康彦議員） ただいま協議いたしました結果、小山忠之議員を副議長として推

薦いたしたいと思います。 
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○議長（稲葉寿利議員） お聞きのとおり、副議長に２番小山忠之議員をとのご推薦があり

ました。 

 お諮りいたします。 

 ただいま推薦されました２番小山忠之議員を副議長の当選人と定めることに、ご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 ご異議なしと認めます。よって、ただいま推薦されました小山忠之議員が、副議長に当選

されました。 

 ただいま、当選されました小山忠之議員が議場におられますので、本席から会議規則第 

１８条第２項の規定による告知をいたします。 

 小山忠之議員、副議長就任のご挨拶をお願いいたします。 

 ２番 小山忠之議員。 

○２番（小山忠之議員） 過年度に引き続きまして副議長にご推挙いただきまして、大変あ

りがとうございます。 

 新議長ともども、特に今年度は新庁舎が建設されて完成する年度でありまして、節目の年

になると思いますので、誤りなきように対処してまいりたいと思いますので、よろしくご指

導のほどお願い申し上げます。ありがとうございました。（拍手） 

○議長（稲葉寿利議員） 副議長就任の挨拶を終わります。 

 それでは、ここで管理者から発言の申し出がありますので、これを許します。 

 管理者。 

○管理者（鈴木 尚君） おはようございます。お許しをいただきましたので、本定例会に

上程いたします議案の審議に先立ちまして、一言ご挨拶申し上げます。 

 本日、本組合議会定例会を招集しましたところ、議員各位におかれましては、公私共に大

変ご多忙な中、ご参集賜り厚く御礼申し上げます。 

 このたび、本組合議会議員の任期が、去る９月３０日に満了となったことに伴い、富士、

富士宮両市に組合議員の選挙をお願いいたしましたところ、本組合議会の前任議員の方、あ

るいは、当岳南排水路について特にご造詣の深い方が選出されましたことは、誠に御同慶に

堪えない次第でございます。 

 また、先ほどの正副議長選挙におきまして、議長に稲葉寿利議員、副議長に小山忠之議員

が当選され、誠におめでとうございます。 

 今後とも岳南排水路の管理運営につきまして、なお一層のご理解とご協力をお願い申し上

げる次第でございます。 
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 それでは、本定例会にご提案申し上げ、審議を賜ります議案の大要につきましてご説明申

し上げますが、詳細な説明につきましては、後刻、事務局からいたさせますので、あらかじ

めご了承いただきたいと存じます。 

 最初に、認第１号平成１９年度岳南排水路管理組合会計歳入歳出決算認定についてであり

ますが、本年度の年間総排水量は、前年度に比較いたしまして１.２％の減少により、使用

料収入は１.１％減少しております。これは、休止工場の増加、稼働工場の総体的な排水量

の減少、許可排水量の減量等によるものでございます。岳南地区の製紙業界は、価格修正を

行ってはいるものの、これを上まわる石油、パルプ、故紙などの燃料、原材料の高騰に苦し

められ、依然として厳しい状況が続いているのが実情でございます。 

 それでは、決算状況でございますが、歳入決算総額は、７億７,７９０万１,０００余円と

なり使用料が減少したものの、財産運用収入や基金繰入金などの増により前年度に比較をし

て５.０％の増加となっております。 

 また、歳出決算総額は、６億６,８９８万７,０００余円で前年度に比較いたしまして 

０.８％の減となっております。これは、庁舎建設費が増加したものの施設維持改良費、積

立金などが減少したことによるものでございます。 

 年々、使用工場も減少し、財政状況も厳しくなっておりますが、限られた予算の中で事業

計画に基づく施設の安全、強化のための事業も予定どおり執行することが出来ました。今後

とも、当地域の健全な工業振興と環境保全のため、施設の維持管理になお一層の努力をして

参る所存でございます。 

 次に、議第３号平成２０年度岳南排水路管理組合会計補正予算についてでありますが、歳

入歳出予算の総額に、それぞれ７,８９１万４,０００円を追加し、 

９億３,８９１万４,０００円とするものでございます。これは、歳入におきまして平成１９

年度の決算確定に伴い、前年度繰越金の追加、また、歳出におきましては、前年度の庁舎建

設費の不用額分を一時、基金に積み立てると共に調整予算として予備費を補正するものでご

ざいます。 

 議第４号岳南排水路管理組合職員の育児休業等に関する条例及び岳南排水路管理組合職

員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例制定については、「地方公務員の

育児休業等に関する法律」の改正に伴い、育児を行う職員が職業生活と家庭生活の両立を一

層容易にするための勤務制度を設けるなどそれぞれ所要の措置を講ずるものでございます。 

 議第５号財産の無償譲渡に関し議決を求めることについては、庁舎建設に伴い、公共下水

道に接続するため建設した取り付け管を富士市へ無償譲渡するため、議決を得ようとするも

のであります。 
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 次に議第６号でございますが、この案件は、人事案件でございますので、後刻、上程され

ました際、改めてご説明いたしますので、ご了承くださいますようお願い申し上げます。 

 以上、上程案件につきまして極めて主要点のみ申し上げましたが、よろしくご審議のうえ

適切なるご議決を賜りますようお願い申し上げまして私からの説明を終わらせていただき

ます。 

 以上でございます。 

○議長（稲葉寿利議員） 発言を終わります。 

 引き続きまして、副管理者から、本会議に説明のため出席しております職員の紹介があり

ますので、発言を許します。 

 副管理者。 

○副管理者（鈴木利幸君） それでは、お手元に配付いたしてございますが、私から本定例

会に説明員といたしまして出席をしております職員の紹介を申し上げます。 

 まず、事務局から紹介をさせていただきます。 

 最初に、局長の丸山友則でございます。 

○局長（丸山友則君） 丸山です。よろしくお願いいたします。 

○副管理者（鈴木利幸君） 続きまして、参事兼総務課長の小川佳英でございます。 

○参事兼総務課長（小川佳英君） 小川でございます。よろしくお願いいたします。 

○副管理者（鈴木利幸君） 続きまして、施設課長の鈴木廣實でございます。 

○施設課長（鈴木廣實君） 鈴木です。よろしくお願いします。 

○副管理者（鈴木利幸君） それから、当管理組合の構成市の関係部長といたしまして、富

士市から、上下水道部長の曽根田照雄でございます。 

○富士市上下水道部長（曽根田照雄君） 曽根田です。よろしくお願いいたします。 

○副管理者（鈴木利幸君） 同じく商工農林部長の杉山莊一でございます。 

○富士市商工農林部長（杉山莊一君） 杉山でございます。よろしくお願いします。 

○副管理者（鈴木利幸君） それから、富士宮市から、水道部長の遠藤牧男でございます。 

○富士宮市水道部長（遠藤牧男君） 遠藤です。よろしくお願いいたします。 

○副管理者（鈴木利幸君） 私、副管理者の鈴木利幸でございます。 

 以上で紹介を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（稲葉寿利議員） 発言を終わります。 

                                     

     日程第５ 認第１号平成１９年度岳南排水路管理組合会計歳入歳出決 

          算認定について 
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○議長（稲葉寿利議員） 日程第５ 認第１号平成１９年度岳南排水路管理組合会計歳入歳

出決算認定についてを議題といたします。 

 決算内容について当局の説明を求めます。 

 局長。 

○局長（丸山友則君） ただいま、上程されました認第１号平成１９年度岳南排水路管理組

合会計歳入歳出決算認定についてご説明申し上げます。 

 決算書の１ページをお願いいたします。平成１９年度の歳入歳出決算は、歳入 

７億７,７９０万１,８２２円、歳出６億６,８９８万７,０３８円、歳入歳出差引残額 

１億８９１万４,７８４円でございます。 

 先ほど、管理者から総括説明がございましたので、直ちに内容説明に入らせていただきま

す。なお、詳細につきましては、事業報告書を併せてご参照いただきますようお願いいたし

ます。 

 それでは、歳入歳出決算の事項別明細書に基づき歳入からご説明申し上げますので、決算

書の６、７ページをお願いいたします。 

 なお、薄緑色の事業報告書の９ページ以降に、２ 歳入予算の事項別執行状況についてで、

報告させていただいておりますので、併せてお目通し願いたいと思います。 

 １款使用料及び手数料でございますが、予算現額は６億５,８６１万６,０００円でござい

ます。調定額は６億６,８５５万８３０円、収入済額は６億６,０４２万３,２５５円で、予

算現額に対する収入率は１００.３％、調定額に対する収入率は９８.８％でございます。な

お、歳入総額に占める割合は８４.９％でございます。本年度は不納欠損額として 

１６３万５,３７２円、また、収入未済額として、６４９万２,２０３円を生じ、全調定額に

対し１.０％となっております。 

 １項１目１節の使用料でございますが、調定額、収入済額ともに、 

６億５,９７１万２,８０３円で、収入未済額は、ありませんでした。 

 この、使用料の調定額算定基礎といたしました許可排水量及び実績排水量につきまして

は、事業報告書の１５、１６ページの別表－３、岳南排水路路線別排水量及び使用料認定実

績表に、路線別、月別毎の実績排水量とともに、使用料認定実績及び収入済額を表にしてご

ざいますのでお願いいたします。 

 許可排水量は、基本料金を算定するもので、表の右上太枠内に記載してありますように 

１４９万１,８８９立方メートルとなっております。昨年度に比較し、１万６,２０１立方メ

ートルの減となっておりますが、これは、廃止工場は、ありませんでしたが、当年度中に信

栄製紙が６９７立方メートル増量したものの、大二製紙、王子特殊紙東海工場第１製造所、
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大進加工紙の３工場が１万６,８９８立方メートルを減量したことによるものでございま

す。 

 また、実績排水量は、従量料金の算定基礎となるもので、年間の累積排水量は、表の、右、

中ほどの、太枠のＡに記載してありますように３億６,８１７万７,７６６立方メートルでご

ざいました。昨年度に比較し、４４２万３,８９７立方メートル、１.２％の減となっており

ます。 

 それでは、決算書の６、７ページにお戻り願います。２節滞納繰越分として、調定額 

８５３万１,２１７円のうち収入済額は４０万３,６４２円、不納欠損額が 

１６３万５,３７２円、収入未済額が６４９万２,２０３円となっております。 

 この不納欠損額、収入未済額につきましては、事業報告書の１１ページに、表をあげてご

ざいますが薄青色の平成１９年度決算参考資料に詳細がございますので、参考資料の２ペー

ジをお願いいたします。２ 不納欠損額調書でございますが、井出製紙㈱１工場でございま

す。この工場は、平成１７年４月に破産手続がされ、平成１９年６月に破産終結決定がされ

ました。滞納額２０３万９,０１４円のうち、最後配当額として４０万３,６４２円を収入し

たことにより、差引額１６３万５,３７２円を不納欠損としたものでございます。 

 参考資料の３ページをお願いいたします。３ 収入未済額調書でございますが、過年度か

らの滞納繰越分の小計、６４９万２,２０３円は、２工場によるもので、いずれも会社整理

中でございます。なお、平成１９年度分は、ございませんでした。詳細は、利久製紙が 

５６２万５,０４２円、嘉栄製紙が８６万７,１６１円となっております。 

 それでは、決算書の６、７ページにお戻り願います。２款財産収入でございますが、当初

予算額に１１４万１,０００円を追加補正し、予算現額は２,７１７万９,０００円で調定額、

収入済額はともに２,７１７万５,５９９円でございます。この財産収入につきましては、事

業報告書の１２ページに詳細がございますが、これは、岳南排水路基金、職員退職手当基金

及び庁舎建設基金に係る、利子収入で、国債、地方債等の債券及び大口定期の運用収入でご

ざいます。 

 ３款繰入金１項基金繰入金でございますが、これは、庁舎建設に関連する委託、工事の必

要経費を庁舎建設基金から繰り入れたもので、予算現額は、２,３９１万９,０００円で調定

額、収入済額はともに２,３９１万９,０００円でございます。 

 ４款繰越金は、１項１目前年度繰越金で当初予算額に３,６２６万９,０００円を追加補正

し、予算現額は６,６２６万９,０００円で、調定額、収入済額ともに６,６２６万９,８７４

円であります。 

 次の、８、９ページをお願いいたします。５款諸収入は、予算現額２万７,０００円に対
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し、調定額、収入済額ともに１１万４,０９４円であります。 

 １項１目預金利子は、予算現額１,０００円に対し、調定額、収入済額はともに、ありま

せんでした。 

 ２項雑入でございますが、予算現額２万６,０００円に対し、調定額、収入済額は、とも

に１１万４,０９４円でございます。これは主として、共済事業の事務手数料等でございま

す。 

 以上、歳入の合計は、当初予算額７億３,８６０万円に３,７４１万円を追加補正いたしま  

して、予算現額が７億７,６０１万円、調定額は７億８,６０２万９,３９７円、収入済額は 

７億７,７９０万１,８２２円でございます。 

 次に、１０、１１ページをお願いいたします。引き続き、歳出の説明に入らせていただき

ます。 

 なお、各目につきましては、備考欄によって説明させていただきますが、事業報告書の 

１７ページ以降に３ 歳出予算の事項別執行状況についてで報告をさせていただいており

ますので、併せてお目通しをお願いいたします。 

 １款議会費でございますが、予算現額８４万９,０００円に対し、支出済額は 

４５万７,８７０円で執行率は５３.９％、３９万１,１３０円が不用額となりました。 

 支出済額は、備考欄の１ 報酬費２９万９,０００円及び２ 事務局運営経費 

１５万８,８７０円でございまして、これは、臨時会１回、定例会２回の議会開催に係る所

要経費であります。 

 ２款総務費は、当初予算額に対し、２６７万４,０００円を追加補正し、予算現額は、 

５億８,３９０万円となりました。支出済額は、５億１,０３５万３,５６９円で、執行率は、 

８７.４％、７,３５４万６,４３１円が不用額となりました。 

 ２款１項１目一般管理費は、組合運営に係る所要経費でございますが、当初予算額に、 

２６７万４,０００円を追加補正し、予算現額１億５,９８０万８,０００円、これに対して

支出済額は、１億５,５１１万５４円で、執行率は９７.１％、４６９万７,９４６円が不用

額となりました。 

 主なものでございますが、備考欄の１の給与費のうち、（４）一般職１４人に係る人件費

は、給料、職員手当、共済費を合わせまして１億２,１７４万７,３２９円で、歳出総額の 

１８.２％を占めております。 

 ２の人事管理費でございますが、臨時職員賃金、職員研修、職員厚生及び職員互助会助成

費等の経費でございまして、６１８万６,９２０円。 

 ３の事務管理費は、５１６万３,４０７円で、通常の事務運営に要する経費でございます。 
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 ４の財産管理費は、７８６万１,１９８円で、庁舎、車両及び用地管理に係る所要経費で

あります。 

 ５の公租公課費１,３７４万６,２００円は、消費税でございます。 

 次の、１２、１３ページをお願いいたします。２款２項１目排水管理費でございますが、

予算現額７７４万６,０００円に対し、支出済額は６７６万８,５５１円で、執行率 

８７.４％、９７万７,４４９円が不用額となりました。 

 備考欄を見ていただきますと、１ 水質管理費６７６万８,５５１円のうち（１）水質調

査費として１５３万２,８７９円。これは、管路施設保全のための水質調査で、各路線に設

置してあります、水質監視所及び吐口の調査に係る経費でございます。 

 （２）の硫化水素調査費５２３万５,６７２円は、管路施設保全のための硫化水素の調査

で、管路及び各使用工場における調査経費でございます。 

 次に２款２項２目下水道管理費でございますが、予算現額３,３８２万６,０００円に対

し、支出済額は３,２７２万３,４７６円で、執行率は９６.７％、不用額は、 

１１０万２,５２４円となりました。 

 この執行内容でございますが、備考欄の１ 排水量管理費１５７万９,０１１円は、使用

料金の内、従量料金の算定根拠となる各使用工場における実績排水量の調査に係る所要経費

でございます。 

 ２ 下水道維持費３,１１４万４,４６５円は、管路施設の維持に要する費用で、（１）維

持補修費につきましては、環境整備工事、人孔整備工事及び足掛金物取替工事等２４件に 

１,９８２万９,２５０円、（２）保守点検費につきましては、工場排水流入禁止期間中にお

ける管内点検作業委託等８件に１,０３８万７,６５０円を執行いたしております。 

 （３）下水道管理事務費でございますが９２万７,５６５円は、管理事務に係る所要経費

でございます。 

 次に、２款２項３目ポンプ場管理費でございますが、予算現額３,１７９万１,０００円に

対し、支出済額は、３,０２５万７,１６８円で、執行率は、９５.２％となり、 

１５３万３,８３２円が不用額となっております。 

 備考欄の（１）維持補修費５７万４,３５０円はポンプ場における安定器盤、ゲートの雌

ネジ摩耗検出装置等、設備機器の修繕費用でございます。 

 （２）保守点検費は、ポンプ場運転管理業務委託等５件に、２,４０７万８,６００円を執

行いたしました。 

 （３）ポンプ場管理事務費５６０万４,２１８円は、主として電気料及び工業用水使用料

などポンプ運転に係る経常的な経費でございます。 
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 次に、１４、１５ページをお願いいたします。２款３項１目施設改良費は、予算現額、 

３億２,６８１万円に対し支出済額は、２億６,７４９万５,６８７円で、執行率は８１.９％、 

５,９３１万４,３１３円が不用額であります。この科目は、施設の維持保全対策のため、改

良事業に要する経費でございまして、歳出総額に対しまして、４０％を占めております。 

 備考欄に記載してございますが、１ 管渠施設費として、２億５,４７７万４,４４０円を

支出してございます。 

 事業別に申しますと、（１）保全対策事業費は、施設の保全対策のために行う事業で、主

に管渠の更生工事等、１２件に２億９４１万９,３５０円を執行いたしました。 

 （２）流下能力対策事業費は、管路の流下機能を改善するための事業で、主に岳南１号第

４排水路管渠改良事業委託等、３件に、４,４８１万６,６００円を執行いたしました。 

 （３）管渠施設事務費でございますが、管渠の施設改良における所要経費で、 

５３万８,４９０円を執行いたしました。 

 ２ ポンプ場施設費としては、１,２７２万１,２４７円を支出してございます。 

 事業別に申しますと、（１）保全対策事業費は、ポンプ場施設の保全対策のために行う事

業で、主に直流電源装置更新工事等、４件に１,２６３万６,７５０円を執行いたしました。 

 （２）ポンプ場施設事務費でございますが、ポンプ場の施設改良における所要経費で、 

８万４,４９７円を執行いたしました。 

 次の、２款４項１目庁舎建設費は、予算現額、２,３９１万９,０００円に対し支出済額は、 

１,７９９万８,６３３円で、執行率は７５.２％、５９２万３６７円が不用額であります。 

 備考欄の（１）庁舎建設事業費は、庁舎改築に伴い、事前に必要な事業を実施したもので、

主に公共下水道接続工事等、７件に１,６９６万８,０９７円を執行いたしました。 

 （２）庁舎建設事務費でございますが、庁舎改築における所要経費で、１０３万５３６円

を執行いたしました。 

 次に、３款公債費の１項１目利子でございますが、年度中の資金計画が順調に推移したこ

とにより、一時借入れが無く未執行となりました。 

 ４款諸支出金でございますが、当初予算額に３,１１４万１,０００円を追加補正いたしま

して、予算現額１億５,８１７万６,０００円とし、支出済額は、１億５,８１７万５,５９９

円で、執行率は１００％でございます。 

 このうち１項１目岳南排水路基金の積立金は、当初予算額に積み増し分の３,０００万円

と運用益金の増額分４万５,０００円をあわせた、３,００４万５,０００円を追加補正し、

予算現額９,５５３万８,０００円に対し、支出済額は、９,５５３万７,８３３円となってお

ります。これは、自然災害や緊急を要する大規模工事等に対処するための積立金であります。 
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 次の１項２目退職手当基金積立金は、当初予算額に、運用益金の増額分４２万５,０００

円を追加補正した、予算現額２,５６７万２,０００円に対し、支出済額は、 

２,５６７万１,９９４円となっております。 

 次に、１６、１７ページをお願いいたします。次の１項３目庁舎建設基金積立金は、１５

年度から積み立てを開始し最終年度の５年目となりますが、当初予算額に、運用益金の増額

分６７万１,０００円を追加補正した、予算現額３,６９６万６,０００円に対し、支出済額

は、３,６９６万５,７７２円でございます。 

 なお、基金の年度末現在高でございますが、事業報告書の３３、３４ページの別表－５基

金運用状況をお願い致します。岳南排水路基金は、決算年度末現在高 

３０億８,３４９万３７円で、このうち、国債、政府保証債及び地方債等の購入金額は、 

３３ページ下から２行目の右端に記載してございますが２７億９,０７６万１,０１４円と

なっております。 

 職員退職手当基金は、決算年度末現在高１億２,４３８万４,７００円であります。 

 また、庁舎建設基金は、同様に１億５,４９１万３,６２０円でございます。 

 次に、決算書の１６、１７ページにお戻り願いまして、５款の予備費でございますが、当

初予算額に対し、３５９万５,０００円を追加補正し、予算現額は、３,３０７万５,０００

円で、全額が、不用額となりました。 

 以上、歳出の合計は、当初予算額７億３,８６０万円に、３,７４１万円を追加補正し、予

算現額は７億７,６０１万円といたしまして、支出済額は６億６,８９８万７,０３８円で、

不用額は１億７０２万２,９６２円となりました。 

 次の１８ページをお願いいたします。実質収支に関する調書でございますが、１ 歳入総

額は７億７,７９０万１,０００円、２ 歳出総額は６億６,８９８万７,０００円、３ 歳入

歳出差引額は１億８９１万４,０００円、４の翌年度へ繰り越すべき財源は、ございません

ので、５ 実質収支額は１億８９１万４,０００円でございます。 

 １９ページ以降に添付してございます財産に関する調書につきましては、お目通しをお願

いいたしまして、説明を省略させていただきます。 

 以上、認第１号平成１９年度岳南排水路管理組合会計歳入歳出決算書について、説明をさ

せていただきましたが、よろしくご審議の上、ご認定を賜りますようお願い申し上げまして、

説明を終わらせていただきます。 

○議長（稲葉寿利議員） 当局の説明を終わります。 

 ここで監査の結果について、佐野監査委員の報告を求めます。 

 佐野監査委員。 
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○監査委員（佐野清明議員） ご指名がありましたので、平成１９年度岳南排水路管理組合

会計歳入歳出決算及び基金運用状況等の審査結果について、ご報告いたします。 

 審査につきましては、井出代表監査委員が病気療養中のため、変則ではございますが、私

１人で、平成２０年８月５日富士市西部浄化センター会議室におきまして実施をいたしまし

た。 

 審査に当たりましては、会計歳入歳出決算書、同事項別明細書、実質収支に関する調書、

基金運用状況及び会計書類が地方自治法等の諸規定に準拠して作成されているか確認する

とともに、決算数値の照合を行い、併せて関係職員から説明を聴取して審査を行いました。 

 その結果、決算書及び附属関係書類は、いずれも関係法令に準拠して作成され、計数は関

係諸帳簿と符合し、また、予算の執行、財産の管理、基金の運用状況等につきましても適正

であり、事務事業の執行も所期の目的に沿ったものと認められました。これらの審査結果に

つきましては、お手元に配付いたしてあります「平成１９年度岳南排水路管理組合会計決算

審査意見書」にお示ししてありますので、ご参照くださるようお願いいたします。 

 決算数値の詳細につきましては、管理者及び事務局より詳細な報告がございましたので省

かせていただきます。その中で当年度に予定された事業は全て計画どおり執行されており、

当年度の決算も、収支の均衡は保たれておりますが、休止工場の増加、許可排水量の減量、

また、排水のリサイクル、リユースによる節水により使用料金収入の基礎となる許可排水量

及び実績排水量は減少し、使用料収入の減少となっております。 

 今後、使用料収入の増加は期待できない状況にありますが、事業執行に当たっては、限ら

れた財源の中で収支のバランスを保ち、引き続き効率的、効果的、経済的な執行と同時に、

工事請負費、委託料などの更なる情報公開に努めていただきたいと思います。また、地震な

どの災害に強い施設づくりを推進し、岳南地域の産業基盤施設として適正な維持管理に更な

る努力を要望いたします。 

 最後ですけれども、職員個々の能力を最大限発揮できるよう環境整備を充実することも併

せて望むものであります。 

 以上で監査結果の報告を終わります。 

○議長（稲葉寿利議員） 監査委員の報告を終わります。 

 これから認第１号についての質疑を許します。 

 １番 鈴木敏和議員。 

○１番（鈴木敏和議員） ２、３伺いたいんですけれども、最初、２款総務費のうち、総計

で７,３００万円余の不用額が出ていますね。それは工事か何かの差金が主なんですか。予

算を組むときにオーバーに組んでいなかったかという問題があるんじゃないかと思うんで
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すけれども、その辺のことについて１点伺いたいと思います。 

 それから、今監査委員からも報告がありましたように、岳南排水路の統計を見るとみんな

右肩下がりできている状況で、今休止工場が９つ、１号で５、２号で４というような状況で、

この中で再開をする工場は考えられるのかどうか、もうこのまま廃止だよという状況にある

のかどうか伺いたいと思います。 

 それから、本来なら基本料なり従量別で入ってくる収入がそれだけ減ってしまっているこ

とだから、収入にも相当な影響を与えるということ、あるいは今後、世界の経済の状況から

いくと、富士市あるいは富士宮市における紙・パルプ産業への影響によって工場閉鎖、休止

が起こり得るんではないだろうかと思うんですけれども、１９年度から見てどういう傾向が

うかがわれるか、事務局の方として説明をしていただきたいなと思います。 

 それから、基金へ３,０００万円余積み立てたことは非常にいいんですけれども、２０年

度へと７,０００万円余繰り越して予備費に積み立てているんですけれども、今のような経

営環境を考えてみると、東海地震とか、あるいは管路の劣化に伴って工事をやらなきゃなら

ないという意味からいうと、もう少し基金へと積み上げていくことは可能じゃないかと思っ

たんですが、その辺の見解についてちょっと伺いたいと思います。 

○議長（稲葉寿利議員） 局長。 

○局長（丸山友則君） では１点目の不用額の件につきましてですけれども、これは施設改

良費の方に約６,０００万円ほど不用額が出ております。これにつきましては、富士鷹岡線

のところに埋設いたしました１号第４排水路改良事業、これは富士市の方に委託した事業な

んですけれども、そこのところにおきまして、当初設計した段階では、協議の段階で、交通

が非常に多いところなものですから、夜間施工ですべてやりなさいということでした。とこ

ろが、実施の段階になりまして細かいことを打ち合わせした結果、一部夜間施工が昼間施工

できることになったものですから、当初の夜間施工の場合は、穴を掘ったところに覆工板と

いう鉄製のものを敷設して、昼間は車を通して、夜またそれを外して施工する方法でしたけ

れども、昼間できることによって、昼間やったところは埋め戻していくような形をとりまし

たので、そこで工事費が設計の方で約２,０００万円ほど浮くような形になっています。 

 あと設計差金により浮いたところといいますのは、労務費の方が前年度よりも約２％ぐら

い全般的に下がっていたということも１つの要因になっております。 

 あと庁舎建設費の方でも約６００万円ほどの不用額が出ていますが、これは落札率が 

７２.１％と低かったことが一番であります。これらにつきましても予算の作成時よりも労

務費が下がっておるものですから、設計の金額が予算時よりも少なくなっていることもござ

いました。 
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 そして２番目の休止工場再開の見通しでございますけれども、私どもの方では、休止工場

を休止のまま持っていることは、会社は体力的にまだ少しは余裕があるんじゃないかなと思

います。もうないところは廃止をする形をとってきておりますので。そして、このような情

勢の中、今休止工場が再開する見通しは、今のところ少ないのではというのが私の認識でご

ざいます。 

 そしてあと３番目の収入減少に対して私どもの方はどう見ているかなんですけれども、国

内の紙・パルプ業界、これまで市況の調整役を担ってきた大手メーカーが２００５年以降か

ら協調路線からフル生産体制に方針転換してきているわけで、２００８年には、今まで大手

なんかでも設備投資をしてまいりましたが、その最新生産設備が稼働し始めていることか

ら、より一層のシェア争いとか価格競争の激化が予想されます中、原材料及び燃料価格等の

上昇によって、大幅に収益が圧迫されているのが現状ではないかなと思っております。ます

ます中小企業にとっては厳しい局面を迎えることが考えられると思います。 

 この収入の減少イコール排水量の減少でございますけれども、現在の企業は、設備投資に

よる節水型マシーンの導入であるとか３Ｒ運動の推進によって、製造工程の見直し、改良等

による節水、それに向けた従業員の意識改革、そして、そういう３Ｒ運動によって余剰水を

また戻して使っております。そして、今の社会情勢でございますけれども、用水型産業が非

常に衰退をしてきているのが現実ではないかなと思います。ですから今後、私どもの方とい

たしまして、収入の減少はこのような形で、パーセントの大小はあるとは思いますが、減少

を続けていくのではないかなという見通しを持っております。 

 そして基金への積み増しをもう少しということでございますが、私どもの方は、平成１３

年に静岡県の方で東海地震における第３次被害想定を出されまして、それに基づいてうちの

方もいろいろな精査をして、必要なところは管路の耐震をしていかなければならないという

ことで、現在行っております。しかし、平成１３年といいますと新潟の中越地震の前でござ

います。中越地震が平成１６年１０月だったと思います。それ以降にまた、その第３次被害

想定を出した状況とは違うところにも被害が出ているので、国土交通省の方でも見直しを行

っております。ですから県の方が第３次被害想定を見直しすれば、被害想定が増えるんじゃ

ないかなと予想を立てておりますので、基金はなるべくたくさん、積めるときに積んでおい

た方がいいというのが私どもの考えでございます。ですから今後とも基金等は積み立ててい

きたいなと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（稲葉寿利議員） １番 鈴木敏和議員。 

○１番（鈴木敏和議員） 大体わかりました。今の最後の基金の問題ですけれども、この間、
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柏崎刈羽原発事故や中越沖地震なんか、想定と違った状況が出ていて、原発も停まっちゃっ

てという状況で、もし岳南排水路が多大な被害を受けるとすべての利用企業が停まっちゃう

わけでしょう。そういうことがないような準備を進めていくためにも基金はより多く積み立

てて欲しいと思います。 

 前年度に比べて４,０００万円ぐらい剰余金が増えているわけでしょう。繰越金 

１億８００万円の、その内の３,０００万円余をもう少し積み上げてもいいかなと私は個人

的には思っているんですけれども、皆さん方がそれでいいと言えばどうというわけにいかな

いので、了とします。 

 それで、井出製紙は会社の破産の整理ができていますね。ところが、利久製紙とか嘉栄製

紙というのは、井出製紙よりはるか前に破産手続をして、今なお破産の手続の終了がなされ

ていないんですが、その辺の経過というか今後の見通しについて、岳南排水路の持っている

債権をどの程度取ってこられるかというか、権利として実現できるのか。井出製紙なんか 

２０％弱ですね、この資料をいろいろ見ると。まあ２０％じゃいいほうかなと思っているん

ですが、この後に残された企業の関係の見通しはいかがですか。 

○議長（稲葉寿利議員） 参事兼総務課長。 

○参事兼総務課長（小川佳英君） 済みません、この薄い緑色の資料の３ページをお願いい

たします。現在、利久製紙及び嘉栄製紙の２社で約６４９万余の滞納がございます。このう

ち嘉栄製紙でございますけれども、嘉栄製紙は平成１７年以降ずっと調査をしておるんです

けれども、先般、任意整理の代理人さんの、竹川弁護士さんの方からうちに報告がございま

して、一応嘉栄製紙につきましては任意整理が終了したという報告書を受け取っておりま

す。会社も７月１８日に既に登記をして解散をしたということです。ただ、任意整理が終了

した中で、うちの方は一般債権ですので、配当金はございませんでした。 

 それから利久製紙でございますけれども、これも今年の８月ごろ、やっと社長にお目にか

かることができまして、一応見通し等を伺ったんですけれども、当該会社は敷地につきまし

ては代物弁済をしておりますので、既に関係取引会社の名義になっております。利久製紙の

名義になっておりますのは上の建屋だけでございます。中の設備も目ぼしいものはございま

せんが、建屋の解体をして鉄くずとして売りたいというお話をその当時社長はしておりまし

た。その当時、鉄くずが非常に高い時代でしたけれども、今日朝のテレビを見ていますと、

鉄くずが半落して、当時の半分になってしまったというニュースがあったわけなんですけれ

ども、解体費をかけて鉄くずを売っても、そんなに大きな収入がないのではないかと思って

おります。当該会社につきましてはかなり税金の滞納があると伺っておりますので、一般債

権の私どもの方につきましてはなかなか債権が回ってこないのではないかと思っておりま
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す。 

 ちなみに、平成２０年度と２１年度におきまして両工場の使用料の５年の時効が成立する

ことになりますが、２０年度につきましては利久製紙と嘉栄製紙におきまして約５３０万

円、２１年度におきましては１１８万円の債権の時効を迎えることになりますけれども、嘉

栄製紙につきましては会社が既に登記上解散をしたことになっております。残りの利久製紙

につきましても、なかなか厳しい状況だと思ってございます。 

 以上でございます。 

○議長（稲葉寿利議員） １番 鈴木敏和議員。 

○１番（鈴木敏和議員） そうすると、嘉栄製紙なんかも解散しちゃっていて、要するに我々

の債権はゼロですね。そうすると、２０年度中に不納欠損で出てくるということで理解して

いいわけですか。 

○議長（稲葉寿利議員） 参事兼総務課長。 

○参事兼総務課長（小川佳英君） 嘉栄製紙につきましては、一応時効を待ってということ

もあったんですけれども、既に会社がございませんので、取るべき相手がございませんので、

できましたら２０年度に不納欠損をさせていただきたいと思っております。 

○１番（鈴木敏和議員） 終わります。 

○議長（稲葉寿利議員） ほかにありますか。―質疑を終わります。 

 これから討論に入ります。―討論を終わります。 

 これから採決に入ります。 

 認第１号平成１９年度岳南排水路管理組合会計歳入歳出決算については原案どおり認定

することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 ご異議なしと認めます。よって認第１号は原案どおり認定されました。 

                                     

     日程第６ 議第３号平成２０年度岳南排水路管理組合会計補正予算に 

          ついて（補正第１号） 

○議長（稲葉寿利君） 日程第６ 議第３号平成２０年度岳南排水路管理組合会計補正予算

について（補正第１号）を議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 局長。 

○局長（丸山友則君） ただいま上程されました議第３号平成２０年度岳南排水路管理組合

会計補正予算（補正第１号）についてご説明申し上げます。 
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 議案書の３ページをお願いいたします。平成２０年度岳南排水路管理組合会計補正予算

（補正第１号）は、第１条歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７,８９１万４,０００円

を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ９億３,８９１万４,０００円とするも

のでございます。 

 先ほど、管理者から総括説明がされておりますので、直ちに内容説明をさせていただきま

す。 

 議案書の７、８ページをお願いいたします。２ 歳入でございますが、４款１項１目前年

度繰越金は、決算確定に伴い、補正前の額３,０００万円に７,８９１万４,０００円を増額

し、１億８９１万４,０００円とするものでございます。 

 ３ 歳出でございますが、４款諸支出金１項３目庁舎建設基金積立金は、補正前の額 

２６万３,０００円に５９２万１,０００円を増額し６１８万４,０００円とするものです。

これは、決算確定に伴い、前年度基金より繰り入れた庁舎建設事業費の執行残額を一時、庁

舎建設基金積立金に積み立てるものでございます。 

 ５款１項１目予備費は、補正前の額２,８１８万２,０００円に７,２９９万３,０００円を

増額し、１億１１７万５,０００円とするものです。これは、年度の途中でありますので、

調整予算として補正をお願いするものでございます。 

 以上、議第３号平成２０年度岳南排水路管理組合会計補正予算（補正第１号）につきまし

て、ご説明いたしましたが、よろしくご審議くださいますよう、お願い申し上げまして、説

明を終わります。 

○議長（稲葉寿利議員） 当局の説明を終わります。 

 これから議第３号についての質疑を許します。 

 １番 鈴木敏和議員。 

○１番（鈴木敏和議員） 歳出で、庁舎建設で６００万円余になるんだけれども、そのうち

一般財源５９０万円余をまた基金へ積み戻すということですか。そうすると、もう庁舎建設

の基金は使わないという意味ですか。 

○議長（稲葉寿利議員） 参事兼総務課長。 

○参事兼総務課長（小川佳英君） この積み立てにつきましては、去年、基金からおろした

お金が余ったものですので、その残額を一時、基金に積み立てていただきまして、今年度ま

だ残っている基金がございますので、利息等の精算もございますので、２月の議会で一応全

額をおろさせていただきまして、一般財源と特定財源の構成の調整をとらせていただきたい

と思っています。いずれにしても庁舎建設基金は、今年度完成をいたしますので、年度末に

全額おろさせていただきたいと思っております。 
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○議長（稲葉寿利議員） １番 鈴木敏和議員。 

○１番（鈴木敏和議員） じゃ、建設はその基金から出すけれども、まだ残るということで

すか。だから２月にそれを一般会計等へ入れて、またどうこうすると理解していいのですか。 

○議長（稲葉寿利議員） 参事兼総務課長。 

○参事兼総務課長（小川佳英君） 説明の仕方がちょっと悪くて、申しわけありません。今

年、約６,６００万円の一般財源を庁舎建設基金のほかにいただいております。庁舎建設基

金を一応優先的に使わせていただきまして、一般財源をその分減額をさせていただきたいと

思います。ですから今６１８万円ございますけれども、さらに２、３万円、現在残っている

基金の利息分とあわせまして２月に調整をして全額おろさせていただきます。その分は一般

財源を減らさせていただいて、特定財源と一般財源の構成比率の調整を２月にさせていただ

きたいと思っています。 

 以上でございます。 

○議長（稲葉寿利議員） ほかにありますか。―質疑を終わります。 

 これから討論に入ります。―討論を終わります。 

 これから採決に入ります。 

 議第３号平成２０年度岳南排水路管理組合会計補正予算について（補正第１号）は原案ど

おり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 ご異議なしと認めます。よって議第３号は原案どおり可決されました。 

                                     

     日程第７ 議第４号岳南排水路管理組合職員の育児休業等に関する 

          条例及び岳南排水路管理組合職員の勤務時間、休暇等に 

          関する条例の一部を改正する条例について 

○議長（稲葉寿利議員） 日程第７ 議第４号岳南排水路管理組合職員の育児休業等に関す

る条例及び岳南排水路管理組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例

についてを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 局長。 

○局長（丸山友則君） ただいま上程されました議第４号岳南排水路管理組合職員の育児休

業等に関する条例及び岳南排水路管理組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改

正する条例制定につきましてご説明申し上げます。 

 議案書の１０ページにあわせまして、黄色の議案参考資料の新旧対照表をお願いいたしま
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す。これは、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律に基づく条例改正

ですが、少子化対策が求められる中、育児を行う職員の職業生活と家庭生活の両立を一層容

易にするために、環境整備として、職員が職務を完全に離れることなく、長期にわたり仕事

と育児の両立が可能となるよう、職員の子が小学校に就学するまでの期間において、１日当

たり４時間で週２０時間、或いは１日当たり５時間で週２５時間などの勤務形態により、職

員が希望する日及び時間帯において勤務することができるものです。 

 また、職員がこの制度の利用により、処理できなくなる業務に従事させるため、任期付の

短時間勤務職員を任用することも出来るものとなっております。 

 本案は、このような法律の改正に伴い所要の改正を行うものですが、富士市、富士宮市に

おいては、既に平成２０年２月議会において、議決され、平成２０年４月１日をもって施行

されております。 

 まず、第１条の、岳南排水路管理組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正でありま

すが、改正条項の内容につきましては、新旧対照表によりご説明いたしますので、議案参考

資料の１ページをお願い致します。 

 第１条は、育児休業法が条例に委任している条項の追加、そして文言の整理でございます。 

 以降の条項ですが、改正後の第２条から第７条までが育児休業関係、第８条から第１５条

までは新たに制度化された育児短時間勤務関係、第１６条から第１８条までは育児のための

部分休業関係の改正となっております。 

 第２条第４号は、他の法令を引用する場合に、法令文中で統一的に用いられる形式である、

条例番号の記載がなかったため、これを補填するものです。 

 第６号は、主語を明確にするための文言の整理です。 

 ２ページをお願い致します。第３条第１号は、再度の育児休業をすることができる特別の

事情の１つですが、主語を明確にするための文言の整理でございます。 

 第３号は、負傷等により子を養育することができなくなった職員が、育児休業の承認を取

り消された後、当該負傷等から回復した場合を追加するものです。 

 第４号は、両親が交代で子を養育するための育児休業の取得又は育児短時間勤務を行うこ

とのできる旨を規定したもので、また、第３号の追加により号の繰り下げをするものです。 

 第５号については号番号の繰り下げをするものです。 

 第５条第１号は、主語を明確にする文言の整理をしております。 

 第６条は、枝番号となっている条番号の整理及び、今回の育児短時間勤務制度の導入に伴

い、本条が育児休業に係る規定であることを明確にするため、見出しを改めたものです。 

 第７条は、育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整について規定したもので
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すが、これまでは、育児休業をした期間の２分の１に相当する期間を引き続き勤務したもの

とみなすこととされていたものを、１００分の１００以下の換算率により換算して得た期間

を引き続き勤務したものとみなすための改正でございます。 

 また、給与構造改革により、昇給期が年４回から年１回となったため、復帰した日とその

後の最初の昇給日に調整ができるように改め、第２項は、昇給期を短縮することがなくなっ

たため、削るものでございます。 

 次の第８条から第１５条までは、育児短時間勤務関係の新たな条文を追加したものです。 

 第８条は、育児休業法第１０条第１項において、育児短時間勤務をすることができない職

員を条例で定めることとされていることに基づき、規定したものですが、条例第２条で定め

る育児休業をすることができない職員と同様の内容で、非常勤職員、臨時職員などを規定し

ております。 

 ４ページをお願い致します。第９条は、育児短時間勤務の終了後１年を経過しない場合に、

再度同じ子について育児短時間勤務をすることができる特別の事情を規定したもので、第３

条に定める再度の育児休業をすることができる特別の事情とほぼ同様の内容となっており

ます。 

 第１号は、別の子に係る育児短時間勤務を承認したことにより当該育児短時間勤務の承認

が取り消された後、子が死亡し、又は養子縁組等により職員と別居することとなったことを

規定するものでございます。 

 第２号は、育児短時間勤務をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより、育

児短時間勤務の承認が効力を失った後、休職又は停職の期間が終了したことを規定するもの

でございます。 

 第３号は、育児短時間勤務をしている職員が負傷などにより育児短時間勤務の承認が取り

消された後、子を養育することができる状態に回復したことを規定するものです。 

 第４号は、育児短時間勤務の形態を変更する場合は、それまでの勤務形態を取り消した上

で、改めて職員から新たな勤務形態を請求してもらい、それを承認することとなることから、

当該取り消しの場合は、１年を経過していなくても再度の育児短時間勤務をすることができ

ることとしたものです。 

 第５号は、両親が交代で子を養育する場合を規定したもので、第６号は、配偶者が負傷又

は疾病により入院するなど育児短時間勤務の終了時に予測することができなかった事実が

生じたことにより、育児短時間勤務をしなければ、著しい支障が生じることとなったことを

規定するものでございます。 

 第１０条は、育児休業法第１０条第１項第５号を受けて、変則勤務、交替制勤務職員につ
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いての育児短時間勤務の形態を規定したものです。 

 ６ページをお願い致します。第１号は、土日が週休日とならない職場、第２号は交替制勤

務において、１週間当たりの勤務時間が２０時間、２４時間または２５時間となるような勤

務形態を規定するものです。 

 第１１条は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続について規定したもので

す。 

 第１２条は、育児短時間勤務の承認の取消事由について定めたもので、第１号は、子を養

育している時間に配偶者が当該子を養育できるようになった場合、第２号は、別の子に係る

育児短時間勤務を承認する場合、第３号は、育児短時間勤務の形態を変更する場合を規定し

ています。 

 第１３条は、育児短時間勤務の承認が失効又は取り消された場合、条例で定めるやむを得

ない事情に該当するときは、引き続き育児短時間勤務の例による勤務をさせることができる

ことを受けての規定になります。 

 第１号は、並立任用において２人の職員で定数１を占めていた育児短時間勤務職員が、フ

ルタイム勤務職員に戻ろうとした際に、過員が生ずる場合、第２号は、育児短時間勤務職員

のフルタイム勤務への復帰により当該短時間勤務職員を配置する職がない場合の規定です。 

 第１４条は、管理者が職員に育児休業をさせる、または終了させる場合には、書面で通知

しなければならないことを規定しています。 

 第１５条は、育児短時間勤務に伴う、任期付短時間勤務職員の任用に係る任期の更新につ

いて、育児休業に伴い任期を定めて任用された職員の取り扱いと同様に、あらかじめ職員の

同意を必要とすることを規定したものです。 

 第１６条は、第７条の条ずれによる条番号の改正とともに、第２号は、部分休業をするこ

とができない職員として、育児短時間勤務をしている職員等を追加する改正、第３号及び第

４号は、号番号の繰り下げ及び主語を明確化するための改正であります。 

 第１７条は、第８条の条ずれによる条番号の改正と見出し等の改正であります。 

 ８ページをお願い致します。第２項として、従前の承認要件である「職員の託児の態様、

通勤の状況等から必要とされる時間」を削除し、部分休業の承認の要件を緩和した内容を追

加するものです。 

 第１８条は、第９条の条ずれによる条番号の改正と共に、部分休業の取り消し事由につい

て、準用先を育児休業から育児短時間勤務の取り消し事由に改正したものでございます。 

 第１９条は、第１０条の条ずれによる条番号の改正と併せ、育児休業期間及び部分休業中

の給与に関する取り扱いを、富士市職員と同等の取り扱いとなるよう改正するものです。 
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 第２０条は、規則への委任規定を追加したものでございます。 

 次に９ページをお願い致します。第２条、岳南排水路管理組合職員の勤務時間、休暇等に

関する条例の一部改正であります。 

 この条例の改正の趣旨ですが、育児のための短時間勤務制度の導入により、常勤のフルタ

イムから育児短時間勤務への勤務形態の変更に際して、当該職員の勤務時間、週休日の割り

振り、年次有給休暇の日数について有利不利が生じないように、勤務時間数に比例した調整

を行う仕組みを導入するものです。 

 また、育児短時間勤務職員の後補充として設けられる任期付短時間勤務職員についても同

様の仕組みとするものです。 

 第２条第２項は、育児の短時間勤務職員の１週間当たりの勤務時間は、短時間勤務の内容

に従い、管理者が定めることを追加規定したものでございます。 

 第３項は、第２項を繰り下げたもので、第４項は、育児短時間勤務職員の後補充として設

けられる、任期付短時間勤務職員の勤務時間を、１週間当たり３２時間までの範囲内で管理

者が定めることを追加規定するものです。 

 １０ページをお願い致します。第３条第１項及び第２項は、育児短時間勤務職員及び任期

付短時間勤務についての、週休日及び勤務時間の割り振りを追加する改正でございます。 

 第４条第２項は、変則勤務、交替制勤務における、育児短時間勤務職員及び任期付短時間

勤務職員の週休日及び勤務時間の割り振りの規定を追加する改正でございます。 

 第８条第１項及び第２項は、育児短時間勤務職員等に宿日直勤務及び時間外勤務を命ずる

ことができる場合を、公務運営に著しい支障がある場合に限定することを規定したものでご

ざいます。 

 第１３条の改正は、育児短時間勤務職員等の年次有給休暇の付与日数を規定したものでご

ざいます。 

 第１項第１号は、対象となる職員を明確にするための文言の整理でございます。 

 １２ページをお願い致します。第１項第３号は、公庫法の制定により、公庫の予算及び決

算に関する法律の内容が沖縄振興開発金融公庫のみを対象としたものになり、法律の名前も

変わることから、文言をすり合わせるものでございます。 

 最後に、議案書の１５ページをお開き願います。附則でございますが、第１項は、この条

例の施行日を公布の日とするものであります。 

 第２項は、勤務時間条例の改正に伴い、引用する条項にずれが生じた、岳南排水路管理組

合職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正でございます。 

 以上で説明を終わりますが、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 
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○議長（稲葉寿利議員） 当局の説明を終わります。 

 これから議第４号についての質疑を許します。 

 １番 鈴木敏和議員。 

○１番（鈴木敏和議員） 国の法を適用されるんだけれども、岳南排水路組合は国の法律以

上の優遇策をとっているという条文はあるんですか。大体国のレベルで終わっちゃっている

んですか。 

○議長（稲葉寿利議員） 参事兼総務課長。 

○参事兼総務課長（小川佳英君） それはございません。この条文につきましては、管理市

であります富士市、富士宮市と全く同様の条文となっています。今回の改正に当たりまして

も、富士市の担当課の方と十分協議させていただきまして、改正条文をつくらせていただい

ております。 

 以上でございます。 

○議長（稲葉寿利議員） １番 鈴木敏和議員。 

○１番（鈴木敏和議員） 法律以下なら問題があるけれども、法律を上まわるようなものを

適用するなら、もっと子どもがたくさん増えてくるんじゃないかと思う。岳南排水路管理組

合だけで増えるわけじゃないけれども。わかりました。 

○議長（稲葉寿利議員） ほかにありますか。―質疑を終わります。 

 これから討論に入ります。―討論を終わります。 

 これから採決に入ります。 

 議第４号岳南排水路管理組合職員の育児休業等に関する条例及び岳南排水路管理組合職

員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例については原案どおり決すること

にご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 ご異議なしと認めます。よって議第４号は原案どおり可決されました。 

                                     

     日程第８ 議第５号財産の無償譲渡に関し議決を求めることについ 

          て（公共下水道接続に係る取付管） 

○議長（稲葉寿利議員） 日程第８ 議第５号財産の無償譲渡に関し議決を求めることにつ

いて（公共下水道接続に係る取付管）を議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 局長。 

○局長（丸山友則君） 議第５号財産の無償譲渡に関し議決を求めることについてご説明申
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し上げます。 

 議案書の１６ぺージをお開き願います。本案は、管理組合の庁舎改築に伴い、富士市の公

共下水道に接続するため、平成１９年度に施工した公共下水道取付管を、富士市へ無償譲渡

することについて、地方自治法第９６条第１項第６号の規定により議決を求めるものであり

ます。 

 今回、庁舎を改築するに当たり、本区域は富士市の公共下水道の認可区域外であるため、

「合併浄化槽の設置」か「公共下水道に自費をもって取付ける」かを比較検討した結果、公

共下水道への接続が得策であると判断し、富士市上下水道部と協議して下水道管を布設いた

しました。 

 施設を譲渡することにより、維持管理は富士市で行われることになるため、管理組合の負

担は下水道使用料金のみとなります。また、近隣の方々が本取付管を利用し公共下水道管へ

接続することも容易になります。 

 譲渡する財産の内訳は、内径２００ミリの硬質塩化ビニル管及び鋼管計７０メートル、マ

ンホール２箇所、取付ます１式でございます。位置図につきましては、次ページにあります

のでご参照いただきたいと思います。 

 以上、議第５号財産の無償譲渡に関し議決を求めることについてご説明いたしましたが、

よろしくご審議くださいますよう、お願い申し上げまして、説明を終わります。 

○議長（稲葉寿利議員） 当局の説明を終わります。 

 これから議第５号についての質疑を許します。―質疑を終わります。 

 これから討論に入ります。―討論を終わります。 

 これから採決に入ります。 

 議第５号財産の無償譲渡に関し議決を求めることについて（公共下水道接続に係る取付

管）は原案どおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 ご異議なしと認めます。よって議第５号は原案どおり可決されました。 

                                     

     日程第９ 議第６号岳南排水路管理組合監査委員の選任につき同意 

          を求めることについて 

○議長（稲葉寿利議員） 日程第９ 議第６号岳南排水路管理組合監査委員の選任につき同

意を求めることについてを議題といたします。 

 地方自治法第１０７条の規定により、６番佐野清明議員の退席を求めます。 

（６番 佐野清明議員 退席） 
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 本案について管理者の説明を求めます。 

 管理者。 

○管理者（鈴木 尚君） 議第６号岳南排水路管理組合監査委員の選任につき同意を求める

ことについて提案理由のご説明を申し上げます。 

 このたび、ご同意を賜りたい監査委員は、議会議員のうちから選出される委員でございま

す。 

 先般、管理組合議会議員の任期満了に伴い、同時に議員のうちから選出される監査委員が

欠員となっております。これにより、組合規約第１１条第２項の規定により、後任委員を選

任したく、ご同意を得ようとするものであります。 

 ご提案を申し上げました佐野清明氏は、これまで富士宮市議会環境厚生委員長、都市建設

委員長など多くの要職を歴任し、前監査委員でもあり、人格高潔にして、地方自治はもとよ

り、財務管理、行政運営にも精通されており、本委員として最も適任でありますので、なに

とぞ議員各位のご同意を賜りますようお願いを申し上げまして、提案理由といたします。 

 以上です。 

○議長（稲葉寿利議員） 説明を終わります。 

 お諮りいたします。 

 本案は人事に関することでありますので、質疑、討論を省略し、直ちに採決を行いたいと

思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 ご異議なしと認めます。よって直ちに採決に入ります。 

 議第６号岳南排水路管理組合監査委員の選任につき同意を求めることについては原案ど

おり同意することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 ご異議なしと認めます。よって議第６号は原案どおり同意されました。 

６番佐野清明議員の入場を求めます。 

（６番 佐野清明君 入場） 

○議長（稲葉寿利議員） 以上をもちまして、本定例会に付議されました事件はすべて終了

いたしました。よって本日の会議を閉じ、岳南排水路管理組合議会定例会を閉会いたします。 

午前１１時４７分 閉 会 
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地方自治法第１２３条第２項の規定に基づき署名する。 
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